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平成２６年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の
控除額の合計額の早見表

①　　  控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の数に応じた控除額

人 数 控 除 額 人 数 控 除 額

な し ３８０，０００ ４ 人 １,９００，０００

１ 人 ７６０，０００ ５ 人 ２,２８０，０００

２ 人 １,１４０，０００ ６ 人 ２,６６０，０００

３ 人 １,５２０，０００ ７ 人 以 上
６人を超える１人につき３８０，０００円
を  ２，６６０，０００円  に 加 え た 金 額

②
　
　  

の
控
除
額
の
加
算
額

　
　
　
　  

障
害
者
等
が
い
る
場
合

イ　同居特別障害者に当たる人がいる場合 ７５０，０００

ロ　同居特別障害者以外の特別障害者に当たる（人がいる）
場合 ４００，０００

ハ　一般の障害者、一般の寡婦、寡夫又は勤労学生に当たる（人
がいる）場合 ２７０，０００

ニ　所得者本人が特別の寡婦に当たる場合 ３５０，０００

ホ　同居老親等に当たる人がいる場合 ２００，０００

ヘ　特定扶養親族に当たる人がいる場合 ２５０，０００

ト　老人控除対象配偶者又は同居老親等以外の老人扶養親族
に当たる人がいる場合 １００，０００
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◎　控除額の合計額は、「①」欄及び「②」欄により求めた金額の合計額となります。
◎　１０２ぺージにこの表の使い方を記載していますので、参照してください。
◎　この表には、配偶者特別控除額は含まれていません。

（注）１「①」欄の控除額には、基礎控除額３８０，０００円が含まれています。

　　  ２「②」欄のイからトの控除額は次のようになっています。

⑴　「イ」欄の７５０，０００円……

⑵　「ロ」欄の４００，０００円……

⑶　「ハ」欄の２７０，０００円……

⑷　「ニ」欄の３５０，０００円……

⑸　「ホ」欄の２００，０００円……

⑹　「ヘ」欄の２５０，０００円……

⑺　「ト」欄の１００，０００円……

障害者控除額（同居特別障害者）の７５０，０００円

障害者控除額（特別障害者）の４００，０００円

障害者控除額（一般の障害者）、寡婦控除額（一般の寡婦）若しくは寡夫控

除額又は勤労学生控除額の２７０，０００円

寡婦控除額（特別の寡婦）の３５０，０００円

控除対象扶養親族が同居老親等に該当する場合の扶養控除額の割増額

２００，０００円（５８０，０００円－３８０，０００円）

控除対象扶養親族が特定扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額

２５０，０００円（６３０，０００円－３８０，０００円）

控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合の配偶者控除額の割増

額又は控除対象扶養親族が同居老親等以外の老人扶養親族に該当する場合の

扶養控除額の割増額１００，０００円（４８０，０００円－３８０，０００円）


